
議案第１号 

   条例案に対する意見について 

 

  令和２年６月25日提出  岩手県人事委員会 委員長  熊谷 隆司 

 

第１ 趣旨 

   令和２年６月岩手県議会定例会に提出された次に掲げる条例案について、

岩手県議会から地方公務員法第５条第２項の規定に基づき意見を求められ

たので、別紙のとおり回答しようとするものである。  

 

第２ 意見を求められた条例案 

 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一

部を改正する条例 
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人 委 職 第  号  

令和２年６月 日  

 

 岩手県議会議長 関根 敏伸 様 

 

岩手県人事委員会          

委員長 熊谷 隆司       

 

 

   条例案に対する意見について（回答） 

 令和２年６月22日付け議第62号により意見を求められた下記条例案については、適

当なものと認められます。 

記 

議案第６号 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例

の一部を改正する条例 
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条例案に対する意見について  

                               

１  検討の趣旨                                   

令和２年６月県議会に提案された条例案について、県議会から地方公務員法第５条第２項に基づき意

見を求められたことから、検討を行うものであること。 

  

〔 議会日程 〕 

 ・ ６月22日（月） 意見照会 （回答期限 ６月30日（火）） 

 ・ ６月23日（火） 招集 

 ・ ７月２日（木） 常任委員会 

 ・ ７月６日（月） 本会議採決  

 

２  意見を要する条例案                                 

 

議案番号  条  例  名  

第６号  
義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正

する条例 

 

３  条例案の検証結果                                

 

条例名  改正の趣旨  検証結果  検討資料  

義務教育諸学校等の教育職員の

給与等に関する特別措置に関す

る条例の一部を改正する条例 

義務教育諸学校等の教育職員が

正規の勤務時間及びそれ以外の

時間において行う業務量の適切

な管理のための措置について定

めようとするもの 

適当 別紙 

 

４  条例案意見（事務局案）                             

意見を求められた条例案につきましては、適当なものと認められます。 

 

 【参考】 

○地方公務員法（昭和二十五年法律第二百六十一号） 

（人事委員会及び公平委員会並びに職員に関する条例の制定）  

第五条 地方公共団体は、法律に特別の定がある場合を除く外、この法律に定める根本基準に従い、条例で、人事委員

会又は公平委員会の設置、職員に適用される基準の実施その他職員に関する事項について必要な規定を定めるものと

する。但し、その条例は、この法律の精神に反するものであつてはならない。  

２ 第七条第一項又は第二項の規定により人事委員会を置く地方公共団体においては、前項の条例を制定し、又は改廃

しようとするときは、当該地方公共団体の議会において、人事委員会の意見を聞かなければならない。 
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義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例 

１ 条例案の内容                                        

⑴ 趣旨 

  公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法（以下「給特法」という。）の改正

を踏まえ、義務教育諸学校等の教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間（在校等時間（※））に

おいて行う業務量の適切な管理のための措置について定めようとするもの。 

※ 在校等時間  ＝ 正規の勤務時間 ＋ 超過勤務命令に基づく勤務（超勤４項目（※）） 

＋ 超過勤務命令に基づかない自主的・自発的勤務 

※ 超勤４項目 ＝ ①校外学習、②修学旅行等の学校行事、③職員会議、④非常災害対応等 

 

⑵ 国における法改正等の概要 

 ア 法改正 

学校における働き方改革を推進するため、給特法が一部改正され、文部科学大臣が教育職員の業

務量の適切な管理等に関する指針を定めることとされた。 

公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法（抜粋）（令和元年 12 月 11 日公布・令和２年４月１日施行） 

（教育職員の業務量の適切な管理等に関する指針の策定等） 

第７条 文部科学大臣は、教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するた

め、教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他教育職員の服務を

監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき指針を定めるものとする。 

２ ［略］ 

 

イ 指針の策定 

(ア) 業務を行う時間の上限 

法改正を受け、「公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する

教育委員会が教育職員の健康及び福祉を図るために講ずべき措置に関する指針（以下「指針」

という。）」（参考２）が制定され、以下のとおり、業務を行う時間の上限が具体的に規定された。 

公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福

祉を図るために講ずべき措置に関する指針（令和２年１月 17日告示・令和２年４月１日適用） 

第３ 業務を行う時間の上限 

(２) 上限時間の原則 

服務監督教育委員会は、その所管に属する学校の教育職員の在校等時間から所定の勤務時間（給特法第６

条第３項各号に掲げる日（代休日が指定された日を除く。）以外の日における正規の勤務時間をいう。以下

同じ。）を除いた時間を、以下に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を

行うこととする。 

イ １日の在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間の１箇月の合計時間（以下「１箇月時間外在校等時

間（※）」という。） 45時間 

ロ １日の在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間の１年間の合計時間（以下「１年間時間外在校等時

間」という。） 360時間 

※ 時間外在校等時間 ＝ 超過勤務命令に基づく勤務 ＋ 超過勤務命令に基づかない自主的・自発的勤務   

（超過勤務命令に基づく勤務の上限時間は規定されている（参考１）が、超過勤務命令に基づかない自主的・自

発的勤務を含めた在校等時間については、上限時間が定められていない。） 

別紙 

RS19010198
タイプライターテキスト
1-4



3 

 

 

 

 

 

  (イ) 服務監督教育委員会が講ずべき措置 

服務監督教育委員会において、同指針を参考にしながら、教育職員の在校等時間の上限等に

関する方針を教育委員会規則等において定めることとされた。 

 

(ウ) 都道府県等が講ずべき措置 

都道府県及び指定都市においては、給特法第７条第１項の規定の趣旨を踏まえ、服務監督教

育委員会（県立学校は県教育委員会、市町村立学校は市町村教育委員会）が定める上限方針の

実効性を高めるため、条例等の整備その他の必要な措置を講ずることとされた。 

 

 ⑶ 条例改正の内容 

   国における法改正及び指針策定に伴い、以下の内容により、義務教育諸学校等の教育職員が正規の

勤務時間及びそれ以外の勤務時間において行う業務量の適切な管理のための措置について定めようと

するもの。 

  ア 第７条（教育職員の業務量の適切な管理のための措置）の追加 

教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、教育

職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量を適切に管理するための措置につ

いて、国の指針に基づき、教育職員の服務を監督する教育委員会の定めるところにより行うことを

規定するもの。 

 

イ 第１条、第２条、第３条及び第６条の改正 

    第７条の追加に伴い、所要の整備を行うもの。 

 

⑷ 施行期日等 

  ア 施行期日 

令和２年８月１日 

（理由）以下の２点を踏まえて総合的に判断したもの。 

・ 条例改正の目的である「教育職員の業務量の適切な管理」の実効性を高めるため、一定の

周知期間を設ける必要があること。 

・ 働き方改革の実現に向け、条例公布後に出来る限り速やかに対応する必要があること。 

【教員及び教員以外の地方公務員の超過勤務時間の上限のイメージ】 

時間外在校等時間 
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  イ その他 

今後、県教育委員会及び市町村教育委員会において、新規の教育委員会規則を制定し、教育職員

が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理に取り組むこととしてい

ること。（参考３：県教育委員会の規則案） 

    

 

２ 条例案意見（事務局案）                                   

  適当なものと認められる。 

  

【理由】 

この条例案は、国の法改正及び指針策定に基づき、服務監督教育委員会が定める「教育職員の在校

等時間の上限等に関する方針」の実効性を高めることにより、学校における働き方改革のさらなる推

進を図ろうとするものであり、適切な内容であること。 
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【参考１】職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則（平成６年人事委員会規則第30号） 

（超過勤務を命ずる時間及び月数の上限） 

第７条の３ 任命権者は、職員に超過勤務（勤務時間等条例第９条の２第２項及び給与等条例第 26条 

の６第２項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。）を命ずる場合には、次の各号に 

掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の超過勤 

務を命ずるものとする。 

(１) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次 

に定める時間及び月数（アにあっては、時間） 

ア イに掲げる職員以外の職員 次の（ア）及び（イ）に定める時間 

(ア) １箇月において超過勤務を命ずる時間について 45時間 

(イ) １年において超過勤務を命ずる時間について 360時間 

イ ［略］ 

(２)  ［略］ 

２～４ ［略］ 

 

【参考２】公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育

職員の健康及び福祉を図るために講ずべき措置に関する指針（令和２年文部科学省告示第１号）［抜粋］ 

第３ 業務を行う時間の上限 

⑴ 本指針における「勤務時間」の考え方 

教育職員は、（中略）、教育職員が超勤４項目以外の業務を行う時間が長時間化している実態も踏まえると、正 

規の勤務時間外にこうした業務を行う時間も含めて教育職員が働いている時間を適切に把握することが必要で 

ある。このため、教育職員が学校教育活動に関する業務を行っている時間として外形的に把握することができる 

時間を当該教育職員の「在校等時間」とし、服務監督教育委員会が管理すべき対象とする。 

⑵・⑶ ［略］ 

 

第４ 服務監督教育委員会が講ずべき措置 

服務監督教育委員会は以下の措置を講ずべきものとする。 

⑴ 本指針を参考にしながら、その所管に属する学校の教育職員の在校等時間の上限等に関する方針（以下「上限 

方針」という。）を教育委員会規則等において定めること。 

⑵～⑺ ［略］ 

 

第５ 留意事項 

⑴～⑶ ［略］ 

⑷ 都道府県等が講ずべき措置について 

都道府県及び指定都市においては、給特法第７条第１項の規定の趣旨を踏まえ、服務監督教育委員会が定める 

上限方針の実効性を高めるため、条例等の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。 

⑸ 文部科学省の取組について 

文部科学省は、次に掲げる事項その他の取組を進めることとする。 

イ・ロ ［略］ 

ハ 文部科学省が行う既存の調査等を活用しつつ、適宜、各都道府県及び指定都市における第５⑷の条例等の制 

定状況や、各服務監督教育委員会の取組の状況を把握し、公表すること。 

附 則 

この告示は、令和２年４月１日から適用する。 
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【参考３】教育委員会規則の制定について（教育委員会案） 

教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則（岩手県教育委員会規則第 号） 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例（昭和 46年岩手県条例第 

47号。以下「条例」という。）第７条の規定に基づき、教育職員（条例第２条第２項に規定する教育職員であって、 

県立学校に所属するものをいう。以下同じ。）の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に 

資するよう、教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適正な管理その他教育職員の健 

康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置を定めるものとする。 

 

（上限時間の原則） 

第２条 岩手県教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、教育職員が業務を行う時間（公立の義務教育諸学校等 

の教育職員の給与等に関する特別措置法（昭和 46年法律第 77号）第７条第１項に規定する指針に定める在校等時間 

をいう。以下同じ。）から所定の勤務時間（同法第６条第３項各号に掲げる日（代休日が指定された日を除く。）以外 

の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。）を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、 

教育職員の業務量の適切な管理を行う。 

 (１) １箇月について 45時間 

 (２) １年について 360時間 

 

（児童生徒等に係る臨時的な特別の事情がある場合の上限時間） 

第３条 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時 

的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前条の規定にかかわらず、教育職員が業務を 

行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の 

業務量の適切な管理を行う。 

 (１) １箇月について 100時間未満 

 (２) １年について 720時間 

 (３) １箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の１箇月、２箇月、３箇月、４箇月及び５箇月の期間を加え 

たそれぞれの期間において１箇月あたりの平均時間について 80時間 

 (４) １年のうち一箇月において所定の勤務時間以外の時間において 45時間を超えて業務を行う月数について６箇 

   月 

（委任） 

第４条 この規則に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るた 

めに必要な事項については、教育長が別に定める。 

   

附 則 

この規則は、令和２年８月１日から施行する。 
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１
条
及
び
第
２
条
に
規
定
す
る
者
を
含
む
。
）
の
給
与
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に

つ
い
て
特
例
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 

 
（
趣
旨
）

 

第
１
条

 
こ
の
条
例
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和

2
5
年
法
律
第

2
6
1
号
）
第

2
4
条
第
５
項
、

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

3
1
年
法
律
第

1
6
2
号
）
第

4
2
条

並
び
に
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（

昭
和

4
6
年
法
律
第

7
7
号
）
第
３
条
第
１
項
及
び
第
３
項
並
び
に
第
６
条
第
１
項
及
び
第

３
項
の
規
定
に
よ
り
、
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
（
市
町
村
立
の
義
務
教
育
諸

学
校
等
の
教
育
職
員
の
う
ち
市
町
村
立
学
校
職
員
給
与
負
担
法
（
昭
和

2
3
年
法
律
第

1
3
5

号
）
第
１
条
及
び
第
２
条
に
規
定
す
る
者
を
含
む
。
）
の
給
与
そ
の
他
の
勤

務
条
件
に

つ
い
て
特
例
を
定
め
る
と
と
も
に
、
教
育
職
員
が
正
規
の
勤
務
時
間
及
び
そ
れ
以
外
の

時
間
に
お
い
て
行
う
業
務
の
量
の
適
切
な
管
理
の
た
め
の
措
置
に
つ
い
て
定
め
る
も
の

と
す
る
。

 

（
定
義
）

 
（
定
義
）

 

第
２
条

 
［
略
］

 
第
２
条

 
［
略
］

 

２
 
［
略
］

 
２

 
［
略
］

 

 
３

 
こ
の
条
例
に
お
い
て
、
「
正
規
の
勤
務
時
間
」
と
は
、
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及

び
休
暇
に
関
す
る
条
例
（
平
成
６
年
岩
手
県
条
例
第

5
7
号
）
第
２
条
、
第
３
条
第
１
項

及
び
第
２
項
、
第
４
条
並
び
に
第
５
条
又
は
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る

条
例
（
昭
和

2
8
年
岩
手
県
条
例
第

4
9
号
。
以
下
「
給
与
等
条
例
」
と
い
う
。
）
第

2
6
条

か
ら
第

26
条
の
４
ま
で
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
を
い
う
。

 

（
教
育
職
員
の
教
職
調
整
額
の
支
給
）

 

第
３
条

 
教
育
職
員
（
次
に
掲
げ
る
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
者
に
限
る
。
第
６
条
に
お

（
教
育
職
員
の
教
職
調
整
額
の
支
給
）

 

第
３
条

 
教
育
職
員
（
次
に
掲
げ
る
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
者
に
限
る
。
第
６
条
に
お
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い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
こ
れ
ら
の
給
料
表
の
特
２
級
、
２
級

又
は
１
級
で
あ
る
者
（
教
頭
を
除
く
。
）
に
は
、
そ
の
者
の
給
料
月
額
の

10
0
分
の
４
に

相
当
す
る
額
の
教
職
調
整
額
を
支
給
す
る
。

 

い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
こ
れ
ら
の
給
料
表
の
特
２
級
、
２
級

又
は
１
級
で
あ
る
者
（
教
頭
を
除
く
。
）
に
は
、
そ
の
者
の
給
料
月
額
の

1
0
0
分
の
４
に

相
当
す
る
額
の
教
職
調
整
額
を
支
給
す
る
。

 

(１
) 

［
略
］

 
(１

) 
［
略
］

 

(
２

)
 
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和

2
8
年
岩
手
県
条
例
第

4
9

号
。
以
下
「
給
与
等
条
例
」
と
い
う
。
）
別
表
第
２
教
育
職
給
料
表

 

(２
) 

給
与
等
条
例
別
表
第
２
教
育
職
給
料
表

 

２
 
［
略
］

 
２

 
［
略
］

 

（
教
育
職
員
の
正
規
の
勤
務
時
間
を
超
え
る
勤
務
等
）

 

第
６
条

 
教
育
職
員
に
つ
い
て
は
、
正
規
の
勤
務
時
間
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び

休
暇
に
関
す
る
条
例
（
平
成
６
年
岩
手
県
条
例
第

5
7
号
）
第
２
条
、
第
３
条
第
１
項
及

び
第
２
項
、
第
４
条
並
び
に
第
５
条
又
は
給
与
等
条
例
第

26
条
か
ら
第

2
6
条
の
４
ま
で

に
規
定
す
る
勤
務
時
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
割
振
り
を
適
正

に
行
い
、
原
則
と
し
て
時
間
外
勤
務
（
正
規
の
勤
務
時
間
を
超
え
る
勤
務
を
い
い
、
休

日
（
給
与
条
例
第

3
3
条
又
は
給
与
等
条
例
第

2
7
条
の
３
の
規
定
に
よ
り
休
日
給
が
一
般

の
職
員
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
日
を
い
う
。
）
に
お
け
る
正
規
の
勤
務
時
間
中
の
勤
務

を
含
む
も
の
と
す
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
命
じ
な
い
も
の
と
す
る
。

 

（
教
育
職
員
の
正
規
の
勤
務
時
間
を
超
え
る
勤
務
等
）

 

第
６
条

 
教
育
職
員
に
つ
い
て
は
、
正
規
の
勤
務
時
間
の
割
振
り
を
適
正
に
行
い
、
原
則

と
し
て
時
間
外
勤
務
（
正
規
の
勤
務
時
間
を
超
え
る
勤
務
を
い
い
、
休
日
（
給
与
条
例

第
3
3
条
又
は
給
与
等
条
例
第

2
7
条
の
３
の
規
定
に
よ
り
休
日
給
が
一
般
の
職
員
に
対
し

て
支
給
さ
れ
る
日
を
い
う
。
）
に
お
け
る
正
規
の
勤
務
時
間
中
の
勤
務
を
含
む
も
の
と

す
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
命
じ
な
い
も
の
と
す
る
。

 

２
・
３

 
［
略
］

 
２
・
３

 
［
略
］

 

 
（
教
育
職
員
の
業
務
量
の
適
切
な
管
理
の
た
め
の
措
置
）

 

 
第
７
条

 
教
育
職
員
の
服
務
を
監
督
す
る
教
育
委
員
会
は
、
教
育
職
員
の
健
康
及
び
福
祉

の
確
保
を
図
る
こ
と
に
よ
り
学
校
教
育
の
水
準
の
維
持
向
上
に
資
す
る
た
め
、
当
該
教

育
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
教
育
職
員
が
正
規
の
勤
務
時
間
及
び
そ
れ
以
外

の
時
間
に
お
い
て
行
う
業
務
の
量
を
適
切
に
管
理
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と

す
る
。

 

備
考

 
改
正
部
分
は
、
下
線
の
部
分
で
あ
る
。

 

 
 
 
附

 
則

 

 
こ
の
条
例
は
、
令
和
２
年
８
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 
 
令
和
２
年
６
月
23
日
提
出
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岩
手
県
知
事

 
達

 
増

 
拓

 
也

 
 

 
理
由

 

 
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
が
正
規
の
勤
務
時
間
及
び
そ
れ
以
外
の
時
間
に
お
い
て
行
う
業
務
の
量
の
適
切
な
管
理
の
た
め
の
措
置
に
つ
い
て
定
め
る
と
と
も
に
、
併
せ
て
所
要
の

整
備
を
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。
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